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 佐賀県告示第 115 号 

児童福祉法第 56 条の規定に基づく負担金徴収等規則第３条第１項に規定する徴収金基準（昭和 63 年佐賀県告示第 440 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  平成26年４月１日 

佐賀県知事  古  川     康    

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

表１ 表１ 

児童入所施設徴収金基準額表  児童入所施設徴収金基準額表 

 略 

備考 

１・２ 略 

３ この表のＤ階層における「所得税の額」とは、所得税法

（昭和40年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第

26号）及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関

する法律（昭和22年法律第175号）、平成23年７月15日雇児発

0715第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃

止の影響を受ける費用徴収制度等（厚生労働省雇用均等・児

童家庭局所管の制度に限る。）に係る取扱いについて」及び

平成24年６月25日障発0625第１号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額

の算定等（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制

度に限る。）に係る取扱いについて」の規定によって計算さ

れた所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合

には、次の規定は、適用しないものとする。 

 (1) 略 

 (2) 租税特別措置法第41条第１項から第３項まで、第41条の

２、第41条の３の２第１項、第２項、第４項及び第５項、第

 略 

備考 

１・２ 略 

３ この表のＤ階層における「所得税の額」とは、所得税法

（昭和40年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第

26号）及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関

する法律（昭和22年法律第175号）、平成23年７月15日雇児発

0715第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃

止の影響を受ける費用徴収制度等（厚生労働省雇用均等・児

童家庭局所管の制度に限る。）に係る取扱いについて」及び

平成24年６月25日障発0625第１号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額

の算定等（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制

度に限る。）に係る取扱いについて」の規定によって計算さ

れた所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合

には、次の規定は、適用しないものとする。 

 (1) 略 

 (2) 租税特別措置法第41条第１項、第２項及び第６項、第41

条の２、第41条の３の２第１項、第２項、第５項及び第６項 
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改正前 改正後 

41条の19の２第１項、第41条の19の３第１項及び第２項、第

41条の19の４第１項及び第２項並びに第41条の19の５第１項

 (3) 略 

４～８ 略 
 

第41条の19の２第１項、第41条の19の３第１項及び第３項、

第41条の19の４第１項及び第３項 

 (3) 略 

４～８ 略 

表３ 表３ 

療育の給付徴収金基準額表 療育の給付徴収金基準額表 

 略 

備考 

１ 略 

２ 世帯階層区分の認定 

 (1) 略 

 (2) 認定の基礎となる用語の定義 

  ア・イ 略 

  ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租

税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶

予等に関する法律の規定及び平成23年７月15日雇児発

0715第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控

除廃止の影響を受ける費用徴収制度等（厚生労働省雇用

均等・児童家庭局所管の制度に限る。）に係る取扱いに

ついて」によって計算された所得税の額（所得税額を計

算する場合には、所得税法第78条第１項（同条第２項第

１号、第２号（地方税法第314条の７第１項第２号に規定

する寄附金に限る。）及び第３号（同項第２号に規定す

る寄附金に限る。）に規定する寄附金に限る。）、第92

条第１項並びに第95条第１項から第３項まで、租税特別

措置法第41条第１項から第３項まで、第41条の２、第41

条の３の２第１項、第２項、第４項及び第５項、第41条

 略 

備考 

１ 略 

２ 世帯階層区分の認定 

 (1) 略 

 (2) 認定の基礎となる用語の定義 

  ア・イ 略 

  ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租

税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶

予等に関する法律の規定及び平成23年７月15日雇児発

0715第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控

除廃止の影響を受ける費用徴収制度等（厚生労働省雇用

均等・児童家庭局所管の制度に限る。）に係る取扱いに

ついて」によって計算された所得税の額（所得税額を計

算する場合には、所得税法第78条第１項（同条第２項第

１号、第２号（地方税法第314条の７第１項第２号に規定 

する寄附金に限る。）及び第３号（同項第２号に規定す

る寄附金に限る。）に規定する寄附金に限る。）、第92

条第１項並びに第95条第１項から第３項まで、租税特別

措置法第41条第１項、第２項及び第６項、第41条の２、

第41条の３の２第１項、第２項、第５項及び第６項、第
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改正前 改正後 

の19の２第１項、第41条の19の３第１項及び第２項、第

41条の19の４第１項及び第２項並びに第41条の19の５第

１項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律附則

第12条の規定は適用しない。）、地方税法により賦課さ

れる市町村民税（所得割を計算する場合には、地方税法

第314条の７及び第314条の８並びに同法附則第５条第３

項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項の規定

は適用しない。）、生活保護法による保護及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律による支援給付をいう。 

    まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助

等の保護を受けている事実、中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律によ

る支援については支援給付を受けている事実、所得税に

ついては前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町

村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免

除（地方税法第323条による免除をいう。以下同じ。）の

有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得

税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場

合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、

前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることと

する。 

 (3) 略 

３・４ 略 
 

41条の19の２第１項、第41条の19の３第１項及び第３項、

第41条の19の４第１項及び第３項並びに租税特別措置法

等の一部を改正する法律附則第12条の規定は適用しな

い。）、地方税法により賦課される市町村民税（所得割

を計算する場合には、地方税法第314条の７及び第314条

の８並びに同法附則第５条第３項、第５条の４第６項及

び第５条の４の２第５項の規定は適用しない。）、生活

保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援

給付をいう。 

    まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助

等の保護を受けている事実、中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律によ

る支援については支援給付を受けている事実、所得税に

ついては前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町

村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免

除（地方税法第323条による免除をいう。以下同じ。）の

有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得

税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場

合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、

前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることと

する。 

 (3) 略 

３・４ 略 

表４ 表４ 

略 略 

備考 備考 
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改正前 改正後 

１ 略 １ 略 

２ この表の「所得税課税年額」とは、所得税法、租税特別措置

法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律

及び控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等（厚生労働省雇用

均等・児童家庭局所管の制度に限る。）に係る取扱いについて

（平成23年７月15日付け雇児発0715第１号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長通知）の規定によって計算された所得税の額

をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適

用しないものとする。 

２ この表の「所得税課税年額」とは、所得税法、租税特別措置

法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律

及び控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等（厚生労働省雇用

均等・児童家庭局所管の制度に限る。）に係る取扱いについて

（平成23年７月15日付け雇児発0715第１号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長通知）の規定によって計算された所得税の額

をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適

用しないものとする。 

  (1) 略   (1) 略 

  (2) 租税特別措置法第41条第１項から第３項まで、第41条の

２、第41条の３の２第１項、第２項、第４項及び第５項、第

41条の19の２第１項並びに第41条の19の５第１項 

  (2) 租税特別措置法第41条第１項、第２項及び第６項、第41条

の２、第41条の３の２第１項、第２項、第５項及び第６項、

第41条の19の２第１項、第41条の19の３第１項及び第３項並

びに第41条の19の４第１項及び第３項 

(3) 略 (3) 略 

３～６ 略 ３～６ 略 

 


